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講
習
・
講
座

く ら し の 情 報

◇
対
象
者

　
柳
井
市
、
平
生
町
、
田
布
施
町
在

住
の
60
歳
以
上
の
人

◇
日
時　
１
月
28
日（
火
）

　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

◇
場
所　
柳
井
ク
ル
ー
ズ
ホ
テ
ル

◇
内
容

　
今
後
の
生
活
を
ラ
ク
し
て
快
適
に

送
る
た
め
の
コ
ツ
や
、
不
要
な
も

の
を
上
手
に
手
放
す
方
法
を
プ
ロ

に
学
ぶ

◇
持
参
物　
筆
記
用
具
・
飲
み
物

◇
受
講
料　
無
料

◇
募
集
人
員　
30
人（
要
予
約
）

◇
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
（
公
社
）山
口
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
連
合
会

　
☎
０
８
３
‐
９
２
１
‐
６
０
７
０

【 

高
齢
者
活
躍
人
材
確
保
育
成
事
業 

】

お 
知 

ら 

せ

　
国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
全
員
が
加
入
し
、
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
る
よ
う
法
律
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
年
金
は
、
老
後
や
病
気
、
ケ
ガ
で

障
が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働

き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
必

要
な
手
続
き
を
行
わ
ず
、
未
納
の
期

間
が
あ
る
と
受
け
取
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
て
日
本
年

金
機
構
か
ら
国
民
年
金
加
入
の
お
知

ら
せ
が
届
い
た
ら
、
年
金
手
帳
は
大

切
に
保
管
し
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
ま
し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、
会
社
な
ど
に
お
勤
め
で

厚
生
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る

人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
学
生
で
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付
が
猶

予
さ
れ
る『
学
生
納
付
特
例
制
度
』が

あ
り
ま
す
。
学
生
以
外
で
も
、
50
歳

未
満
で
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得

が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、『
納
付

猶
予
制
度
』
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
制
度
を

【 

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金 

】

利
用
す
る
際
に
は
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
健
康
保
険
課
保
健
年
金
係

　
☎
52
‐
５
８
０
９

・
徳
山
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

◇
日
時　
２
月
５
日（
水
）

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
45
分

◇
場
所

　
柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
４
階

◇
内
容

　
心
肺
蘇
生
法
の
実
技
を
学
び
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
よ
う

◇
講
師　
柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

◇
定
員　
20
人

　
（
先
着
順
・
子
ど
も
同
伴
可
）

◇
参
加
費　
１
０
０
円（
お
茶
代
）

◇
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む

◇
申
込
期
限　
１
月
29
日（
水
）

◇
問
合
せ
先　
や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー

　
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
☎
23
‐
０
６
６
８

【 

や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
第
三
回
講
習
会 

】

　
国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替
で

納
付
す
れ
ば
、
金
融
機
関
な
ど
に
行

く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な
い

た
め
便
利
で
す
。
ま
た
、
月
々
の
保

険
料
が
割
引
さ
れ
る
早
割
や
、
割
引

額
の
多
い
一
括
前
納
（
６
か
月
分
、

１
年
分
、
２
年
分
）
が
で
き
る
制
度

が
あ
り
大
変
お
得
で
す
。

　
令
和
２
年
度
の
保
険
料
を
口
座
振

替
で
一
括
前
納
す
る
場
合
は
、
２
月

末
日
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　
希
望
す
る
人
は
納
付
書
ま
た
は
年

金
手
帳
、
通
帳
、
金
融
機
関
届
出
印

を
ご
持
参
の
上
、
希
望
の
金
融
機
関

ま
た
は
町
役
場
健
康
保
険
課
、
徳
山

年
金
事
務
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

・
健
康
保
険
課
保
健
年
金
係

　
☎
52
‐
５
８
０
９

・
徳
山
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

【 
国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替
申
込 

】
　
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
、
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
税
率
が
引

き
上
げ
ら
れ
、
軽
減
税
率
制
度
が
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
情
報

は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

【 

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
引
上
げ
、

軽
減
税
率
制
度
が
実
施 

】

w
w
w
.nta.go.jp/

）
で
ご
確
認
い

た
だ
け
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　
光
税
務
署

　
☎
０
８
３
３
‐
71
‐
０
１
６
６


